
水系塗膜剥離剤工法における火災安全対策について

－東名高速道路中吉田高架橋塗装塗替工事における火災事故を受けて－



日時；2019年11月21日午前11時すぎ
場所；静岡市駿河区中吉田
東名高速道路の高架下付近から出火した。
静岡南署によると、高架下に足場を組み修復作業をしていた作業員一人が
死亡し、ほかの作業員十人も病院に搬送された。
消防によると、うち複数が重傷。正午すぎに鎮火したが、周辺の東名高速は安全
確認のため、通行止めが続いた。
死亡した作業員は男性とみられるが、
損傷が激しく身元も分かっていない。
県警は二十二日にも実況見分し、
業務上過失致死傷の疑いを視野に調べる。

火災事故事例

出典；中日新聞（Web）



中日本高速道路によると、出火時は
作業員四十八人が足場を組んだ中で
道路底面の塗装をはがしていた。
足場は、道路下からつり下げた形で
高さ二メートル強の箱形状につくられている
高架下の作業は、下を一般道が走っている
こともあり、地面から足場を組むことができない。
足場は四方を囲み、工具の落下や有害物質
の拡散の防止、防風のため、シートなどで
覆っている。
作業に使った工具や照明などから出火し、
足元のシートなどに引火した可能性がある。
現場からは大量の黒煙が上がっているのが
確認されており、足場の内部では火や煙が
充満したとみられる。

火災事故事例

出典；中日新聞（Web）



火災事故調査

令和2年1月21日、NEXCO中日本公式HPに、中間とりまとめが掲載されました。

出典； NEXCO中日本公式HP



火災事故対策

委員会では火災事故防止を図る為に審議が行われました。

出典； NEXCO中日本
火災事故再発防止委員会中間とりまとめ

－審議の方針－



火災事故調査

－施工計画に基づく安全対策の実施状況－

※※※現時点においても明確な出火原因については
特定できておりません。

出典； NEXCO中日本
火災事故再発防止委員会中間とりまとめ



火災事故調査

－火災の要因となり得る点火源・可燃物－

出荷原因については特定されていない為、火災の原因となり得る
点火源や延焼の原因となる可燃物について抽出している。

①点火源 ： 電気配線・設備の切断・短絡， 電動工具からの火花等。

②可燃物 ： 養生シート，塗膜くず等。

出典； NEXCO中日本
火災事故再発防止委員会中間とりまとめ



火災事故調査

①点火源 ： 電気配線・設備の切断・短絡， 電動工具からの火花等。
②可燃物 ： 養生シート，塗膜くず等。

出典； 消防庁消防大学校消防研究センター

※※火災は、「可燃物」「酸素」「熱（点火源）」の３つが揃わなければ、
成立しません。



火災事故調査

出典； NEXCO中日本
火災事故再発防止委員会中間とりまとめ

－可燃物の実証実験－



可燃物について

塗膜 ・・・そもそも可燃物（第2類 引火性固体 合成樹脂類）となります。

水系塗膜剥離剤・・・消防法上、非危険物となりますが、アルコール系高沸点溶剤
（ベンジルアルコール）主体とする可燃性液体を含有しています。

下図は、あくまでもイメージとなりますが水系塗膜剥離剤の分散状態を
表したもので、どちらかの成分に、もう一つの成分が分散している状態
（乳化状態）

水系塗膜剥離剤を含んだ塗膜くず
・・・塗膜くずにはそれら水系剥離剤に含有する可燃性液体が

含浸しており、それらの可燃性蒸気の発生があります。

●；純水

●；ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾙｺｰﾙ等



可燃物について

塗膜 ・・・そもそも可燃物（第2類 引火性固体 合成樹脂類）となります。

水系塗膜剥離剤・・・消防法上、非危険物となりますが、アルコール系高沸点溶剤
（ベンジルアルコール）主体とする可燃性液体を含有しています。

水系塗膜剥離剤を含んだ塗膜くず
・・・塗膜くずにはそれら水系剥離剤に含有する可燃性液体が

含浸しており、それらの可燃性蒸気の発生があります。

剥離剤の火災安全性に関しては、「土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン（案）
改訂第２版」における品質規格（引火点93℃を超える事）が適用されております。

⇒水系塗膜剥離剤及びそれで剥離した塗膜共に、その水準を満足する結果が
得られています。



可燃性について

水系塗膜剥離剤を含んだ塗膜くず
・・・塗膜くずにはそれら水系剥離剤に含有する可燃性液体が

含浸しており、それらの可燃性蒸気の発生があります。

空気層

ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾙｺｰﾙ等の
可燃性蒸気層

塗膜
塗膜

●；純水

●；ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾙｺｰﾙ等

水系塗膜
剥離剤

揮発（蒸気化）

足場作業場内（足元）では、ベンジルアルコール蒸気層が滞留している
可能性があります。



可燃性について

燃焼範囲（爆発範囲）・・・発生した可燃性蒸気は、空気と一定の割合で混合した
場合に、点火源により燃焼爆発する濃度範囲。

引火点・・・燃焼下限濃度に達する最低の温度。

言い換えれば、可燃性蒸気は、それ自体の引火点以上の温度にならなければ、
燃焼範囲の下限濃度に達する（＝燃焼する）事はありません。

ベンジルアルコールの物性

沸点（℃） 205
引火点（℃） 94
燃焼範囲（％） 1.3～13
蒸気密度 3.7
※空気の重さを１とした時の蒸気の重さ

ベンジルアルコールは、それ自体94℃以上にならなければ、燃焼範囲の下限
濃度に達する事はありません。
【※※通常環境下では点火源があっても、引火しません】

出典； 図解でわかる危険物取扱者講座



火災事故対策

出典； NEXCO中日本
火災事故再発防止委員会中間とりまとめ

－水系塗膜剥離剤を使用するにあたり暫定的な再発防止策－

①点火源に関すること

点火源になり得るものは全て足場内の持ち込みを禁止する。



火災事故対策

－水系塗膜剥離剤を使用するにあたり暫定的な再発防止策－

②可燃物に関すること

※※塗膜くずは、堆積させない！

出典； 道路構造物ジャーナルNET

出典； NEXCO中日本火災事故再発防止委員会中間とりまとめ



火災事故対策

－水系塗膜剥離剤を使用するにあたり暫定的な再発防止策－

②可燃物に関すること

換気設備は、負圧集塵機を使用し、プッシュプル換気を推奨する。

出典； NEXCO中日本火災事故再発防止委員会中間とりまとめ

当研究会では、環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」を
参考にし、換気能力目安を換気回数 4回/hとする。



火災事故対策 換気設備

剥離剤使用時における可燃性ガス濃度を低減させる為、換気設備は常時使用する。
一般的に可燃性ガスは空気より比重が重く、作業場床面付近に滞留する傾向の為、
低位置に配置する。
換気設備種類は、負圧集塵機を使用し、プッシュプル換気を推奨する。

－プッシュプル換気とはー
吸気流れと排気流れを利用し、可燃性ガスを周囲に拡散させることなく運搬する
働きをする。

参考書籍； 工場換気の理論と実践 （社）空気調和・衛生工学会



火災事故対策

出典； NEXCO中日本火災事故再発防止委員会中間とりまとめ

－水系塗膜剥離剤を使用するにあたり暫定的な再発防止策－

②可燃物に関すること

ガス検知器は下記PID式のものを推奨する。

製品名；「GX-6000」
製造会社；理研計器㈱

製品名；「トキシレイプロPIDスタンダード」
製造会社；日本ハネウェル㈱



ガス検知器の警報基準値の設定について

可燃性ガス毎の燃焼下限濃度に対して安全側になる様に警報基準値を設定する。
尚、液化石油ガス保安規則関係例示基準に準処し、燃焼下限濃度の25％以下の
濃度を警報基準値として設定する。

【算式】；対象物質「ベンジルアルコール」

1.3％（燃焼下限値）×25％（燃焼下限値濃度基準値）÷1.3（GX-6000換算係数）＝2,500ppm

1.3％（燃焼下限値）×25％（燃焼下限値濃度基準値）÷1.1（ﾄｷｼﾚｲﾌﾟﾛ換算係数）＝2,954ppm



ガス検知器の警報基準値の設定について

各社剥離剤に含まれるベンジルアルコール以外の成分は各社まちまちである為、
公開可能な成分から、25％燃焼下限を割り出し、更に安全側になる事を考慮し
警報基準値を1000ppmに設定する。



まとめ

火災は、「可燃物」「酸素」「熱（点火源）」の３つが揃わなければ成立しませんが、
今回の火災において明確な出火原因については特定できておりません。

今回、延焼の原因として塗膜くずが挙げられましたが、必要な対策を講じる事で、
水系塗膜剥離剤を安全に使用する事が可能になります。
当協会としましては、製品安全性の向上や安全教育を行う事で再発防止に
努めていきたいと考えます。

【火災安全対策まとめ】
塗膜剥離剤の成分として可燃性液体を含有するため、かき落とした塗膜くずには
可燃性液体が含浸し、その塗膜くずからは少なからず可燃性ガスが発生します。
可燃性ガスは引火点以上の温度条件でなければ燃焼範囲の下限濃度に達することは
ありませんが、下記の対策を講じる事を推奨致します。

・かき落とした塗膜くず等は、速やかに密閉化措置を行い、適時作業場外に搬出して
下さい。

・剥離剤使用時における換気設備は常時使用し、低位置に配置して下さい。
（一般的に可燃性ガスは空気より比重が重く、作業場床面付近に滞留する傾向の為）
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